
（参考）マイナ保険証の利用促進のための取組



１． マイナ保険証利用促進のための患者向けリーフレット
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厚生労働省ホームページより、マイナ保険証利用促進のための患者向け周知広報物をダウンロードいただけます。

ぜひ施設内での周知にご活用ください。

例） 周知ポスター

こちらからご確認いただけます！

その他…
• 顔認証付きカードリーダーの使い方
• 初回利用者向け保険証利用申込案内
• マイナ保険証利用の患者向け説明資料
• 特定健診情報・薬剤情報・診療情報のご案内
• 限度額適用認定証のご案内 など



２． マイナ保険証利用促進のための患者向けリーフレット
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厚生労働省ホームページより、マイナ保険証利用促進のための患者向け周知広報物をダウンロードいただけます。

ぜひ施設内での周知にご活用ください。

患者対応用周知広報物を拡充しました！

その他…
• 初回利用者向け保険証利用申込案内
• マイナ保険証利用の患者向け説明資料
• 特定健診情報・薬剤情報・診療情報のご案内
• 限度額適用認定証のご案内 など

マイナ保険証促進
トークスクリプト

よくある質問
（マイナ保険証について）

顔認証付きカードリーダー
の使い方

電子処方箋対応医療機関/薬局向け資材も
併せて掲載しています！

こちらからご確認いただけます！



３． マイナ保険証利用促進のための患者向けリーフレット
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厚生労働省ホームページより、マイナ保険証利用促進のための患者向け周知広報物をダウンロードいただけます。

ぜひ施設内での周知にご活用ください。

【掲示用ポスター】 【配布用チラシ】※このポスターを掲示することにより、医療DX推

進体制整備加算の掲示に関する施設基準を満たす

こととなります。



４. マイナ保険証利用促進のための患者向けリーフレット
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施設内での周知にあたっては、マイナンバーカードをお持ちの方であれば医療機関等で健康保険証の申し込みが可能であ

ることについて、ぜひリーフレットの掲示をお願いいたします。

（厚労省HPでは、各メーカーのカードリーダーの実際の画面ごとのリーフレット（5種類）も用意しております。）



☑ マイナンバーカード（又は健康保険証）

☑ 受給者証（お持ちの方のみ）

☑ 紹介状

☑ お薬手帳
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＜Before＞
ご来院時にご持参いただくもの

☑ 健康保険証

☑ 受給者証（お持ちの方のみ）

☑ 紹介状

☑ お薬手帳

＜After＞
ご来院時にご持参いただくもの

＊ 高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される

患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。

＊ マイナンバーカードを利用されない方は、健康保険証をご持参ください。

なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登

録を行っていない場合は、当院で設置していカードリーダーから手続するこ

とが可能です。（ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。）

▶ マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省HP（マイナンバーカードの保険証利

用について（被保険者証利用について）｜厚生労働省 (mhlw.go.jp)）をご覧ください。

□ マイナンバーカード（又は保険証）
□ 限度額認定証等の医療券（マイナンバーカードで受診される方は不要）（お持ちの方）

【入院手続き】

５ . 各医療機関等のHPの記載イメージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


（参考）顔認証等のシステムトラブル時の対応方法等について
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■ マイナ保険証の顔認証付きカードリーダーについて、現在、いずれのメーカーにおいても、
キャンセル率（※）は0.32%以下となっています。（詳細は下の表をご覧ください。）

■ 過去のオンラインセミナーでは、メーカーごとのシステムトラブル時の対応方法を説明してい
ますので、ぜひご参照ください。

【動画（令和５年10月オンラインセミナー）】

（全保険医療機関・薬局向け）マイナンバーカードの保険証利用を推進するためのオンラインセミナー – YouTube

【資料】

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

（参考）顔認証付きカードリーダーのキャンセル率（複数回トライしたものの資格確認が完了しなかった割合）

（※）複数回トライしたものの資格確認が完了しなかった割合

https://www.youtube.com/watch?v=QJrdxpjp16w
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001162127.pdf


（参考）令和６年度診療報酬改定におけるマイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価
（イメージ）

配点を見直し、継続

＜初診＞ ＜再診＞

・マイナ保険証利用なし ３点 ２点

・マイナ保険証利用あり １点 １点

《見直しイメージ》

マイナンバーカードや問診票を利用し、

「診療情報取得・活用体制の充実」を評価

＜初診＞
・マイナ保険証 利用なし ４点
・マイナ保険証 利用あり ２点

【医療DX推進体制整備加算】

マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価

＜初診＞ ８点（歯科６点、調剤４点）

施設要件（例）

①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6～】

②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6～】 Ex.窓口での共通ポスターの掲示

③マイナ保険証利用実績が一定程度（●％）以上であること【R6.10～】

④電子処方箋を発行できる体制（薬局は受け付ける体制）【R7.4～】

⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10～】

《現行》

Ｒ６.12Ｒ６.６

利用率増加に応じた支援金

・マイナンバーカードを常時携帯する者が約４割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。

【医療情報取得加算】【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】
※答申書付帯意見

令和６年12月２日から現行の健康保険証

の発行が終了することを踏まえ、令和６

年度早期より、医療情報取得加算による

適切な情報に基づく診療の在り方につい

て見直しの検討を行うとともに、医療DX

推進体制整備加算について、今後のマイ

ナンバーカードの利用実態及びその活用

状況を把握し、適切な要件設定に向けた

検討を行うこと。
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